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令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 

大網白里市監査委員決定 

 

令和８年度大網白里市監査実施計画 

 

１ 基本方針 

  監査委員は、市の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済

的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的に、

大網白里市監査基準に従い監査を実施するものとする。 

 

２ 実施予定の監査等の種類、対象及び実施内容 

  令和８年度に実施する監査等の種類、対象及び実施内容は次のとおりとする。 

(1)  定期監査（地方自治法（以下「法」という。）第１９９条第１項及び第４項） 

ア  対象期間は原則令和８年度とし、市の財務に関する事務の執行及び経営に係

る事業の管理が、法令に従って適正かつ正確に行われているか、また、より少

ない費用で最大限の成果を得ているか、或いはその組織及び運営の合理化に努

めているかなどを主眼として監査を実施する。 

イ 対象課等は、おおむね２年間で１巡することとし、１年間を２回に分けて実 

施する。 

  なお、本年度における対象課等は別表１のとおりとする。 

ウ 監査事項 

 ①予算執行 

・予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか確認する。 

②収入事務 

 ・収入の事務は適正に行われているか確認する。 

 ・債権の管理は適正に行われているか確認する。 

③支出事務 

 ・違法、不当な支出又は不経済な支出はないか確認する。 

④補助金等の交付事務 

 ・補助金等の交付に係る執行の適正性について、その状況を確認する。 

   ⑤契約事務 

・契約方法の選択は適正か確認する。 

・随意契約による場合、その選択理由は適正か確認する。 

・契約発注の時期は適正か確認する。 

・契約変更が生じた場合、変更時期及び変更理由は適正か確認する。 

・権限を越えた契約及び恣意的に分割してなされている契約はないか確認す

る。 
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   ⑥公有財産管理事務 

・財産の取得、管理（利用状況等も含む。）及び処分が適正に行われている

か確認する。 

⑦備品 

    ・備品の購入は計画的かつ効率的に行われているか確認する。 

    ・備品の管理は適正に行われているか確認する。 

   ⑧その他 

    ・ルール等定めに沿った事務の運用が行われているか。 

    

(2) 財政援助団体等監査（法第１９９条第７項） 

対象期間は原則令和７年度とし、市が補助金等の財政的援助を与えている団

体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に

行われているか、当該財政的援助等の目的に沿って行われているか、財政援助

団体等に対する所管課の指導監督が適正に行われているかを主眼として監査

を実施する。 

なお、本年度における対象財政援助団体等は別表２のとおりとする。 

 

(3) 決算審査（法第２３３条第２項及び地方公営企業法第３０条第２項） 

ア  一般会計・特別会計歳入歳出決算審査 

市長から審査に付された令和７年度一般会計、特別会計に関する決算につい

て、決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確であるかを確認するとと

もに、予算が合理的かつ効率的に執行されているか、会計全般の決算状況等に

ついて審査を実施する。 

イ 公営企業会計決算審査 

市長から審査に付された令和７年度公営企業会計に関する決算について、決

算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確であるかを確認するとともに、

財政状態及び経営成績を適正に表示しているか、経営活動が経済性、公共性を

発揮しているか、会計全般の決算状況等について審査を実施する。 

 

(4)  基金運用状況審査（法第２４１条第５項） 

ア  令和７年度における基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基 

金の運用が確実かつ効率的に行われているかを確認するとともに、基金の運用

が設置目的に沿って適正に行われているかを主眼として審査を実施する。 

イ  対象基金は、奨学基金、高額療養費貸付基金、及び用度品調達基金とし、決

算審査と同時期に併せて実施する。 

    

(5)  例月現金出納検査（法第２３５条の２第１項） 

会計管理者並びに病院事業、ガス事業及び下水道事業の各企業出納員が管理

する現金の出納について、毎月例日を定め、現金の出納事務が正確に行われて

いるか、検査を実施する。 
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また、伝票類の検査を実施するとともに基金等の運用状況、財政状況、経営

収支の動向などを把握する。 

 

(6)  健全化判断比率等審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１

項及び第２２条第１項） 

市長から審査に付された令和７年度決算に基づく健全化判断比率及び資金

不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合

し、かつ、正確であるか審査を実施する。 

 

(7) 託送収支計算書等の監査（ガス事業託送供給収支計算規則第７条第２項） 

ガス事業託送供給収支計算規則に定めるところにより、令和７年度決算に基

づく託送供給等関連業務に関する会計を整理し、算定方法に基づき基礎書類が

適正に作成されているか監査を実施する。 

 

(8) その他の監査 

(1) から (7)までに掲げる監査等のほか、法令の規定に基づき請求若しくは要

求があったとき又は監査委員が必要と認めるときは、法令の規定に基づき、か

つ、大網白里市監査基準の趣旨に鑑み監査を実施する。 

 

３ 監査等の実施時期 

  本年度における監査等の実施時期は別表３のとおりとする。 

 

４ 監査結果のフォロ－アップ 

(1)  監査結果に基づく改善措置が適切になされているかを把握、確認するとともに 

講じた措置については、速やかな報告を求める。 

(2)  監査の結果は、全庁に周知し情報の共有化を図る。 

 

５ 監査結果等の報告・公表 

監査等の結果については、法令の定めるところにより市長等へ提出するとともに、

公表を行う。 

 また、講じた措置についても同様に公表を行う。 

 

６ 監査等の実施体制 

  監査委員２人で監査等を実施し、事務局長以下２人が補助する。 

 

７ その他 

監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の

実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、監査計画を修正す

るものとする。 
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別表１ 定期監査対象課等一覧 

対象課等 

建設課、都市整備課、下水道課、ガス事業課、農業振興課（農業委員

会含む）、商工観光課、安全対策課、高齢者支援課、大網病院、 

社会福祉課、秘書広報課、議会事務局、監査委員事務局 

 

 

別表２ 財政援助団体等監査対象団体一覧 

団 体 名 補 助 金 等 名 称 所 管 課 

防犯組合 市防犯組合補助金 安全対策課 

民生委員児童委員協議会 
民生委員児童委員協議会事業補

助金 社会福祉課 

社会福祉協議会 社会福祉協議会運営費補助金 

農業研究会 農業研究会補助金 農業振興課 

なつまつり実行委員会 市なつまつり実行委員会補助金 商工観光課 

社会福祉協議会 福祉会館指定管理料 社会福祉課 

 

 

別表３ 監査等実施時期一覧 

監 査 等 区 分 実 施 時 期 

定期監査 
令和８年１０月 

令和９年１月 

財政援助団体等監査 令和８年１０月 

決算審査 令和８年７月 

基金運用状況審査 令和８年７月 

例月現金出納検査 毎月 

健全化判断比率等審査 令和８年８月 

託送収支計算書等監査 令和８年８月 

 

 


